
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 他の場所で免許を受けた酒類製造者又は酒類販売業者が自ら販売しますか。 

    はい                 いいえ 

２ 酒類の小売目的は、特売又は在庫処分等に当たりませんか。 

当たらない                 当たる 

３ イベント等の開催期間又は開催期日は、あらかじめ定められていますか。 

 定まっている             定まっていない 

４ 
博覧会場等の管理者（イベントの主催者等）との間の契約等により、販売場

の設置場所が特定されていますか。 

特定されている            特定されていない 

 

５ 

以下の要件を全て満たしていますか。 

 

① 前１か月以内に同一場所で販売場を開設するための届出を行っていない。 

※ 同一者による同一場所での届出は、当該販売場を開設する日から起算して１か月以内

において、１回に限ります。 

 

② イベント等の開催期間のうち、酒類の販売を行う期間が10日以内（連続

した日であることを要しない。）である。 

 

③ イベント等の開催期間又は開催期日が、客観的に明瞭である。 

 

④ 販売する酒類の範囲は、免許を受けている酒類の品目と同じである。 

 

⑤ イベント等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しない。 

※購入者が宅配便等を利用する場合は除きます。 

 

     はい                 いいえ 

博覧会場、即売会場その他これらに類する場所（以下「博覧会場等」といいます。）で臨時に酒類を

販売するときは、期限付酒類小売業免許を受ける必要があります。 

期限付酒類小売業免許を受けるためには、原則として、販売場を開設する日の２週間前までに申請

する必要がありますが、一定の要件を満たす場合には、販売場を開設する日の 10 日前までに届け出

ることで、期限付酒類小売業免許を受けたものとして取り扱うこととしています。  

博覧会場等で臨時に酒類を販売するときは、以下の判定表で各項目を御確認いただき、博覧会場等

の所在地の所轄税務署に、申請書又は届出書を提出してください。 

 

 

最寄りの酒類指導

官設置税務署へ御

相談ください。 

 

 

※酒類を販売でき

ない場合がありま

す。 

期限付酒類小売業免許届出制度の対象となります。 

（原則として、販売場を開設する日の 10 日前までに届出） 
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